
 

 令和８年４月１０日

国土交通省中部地方整備局

浜松河川国道事務所

お 知 ら せ

１．件 名

浜松河川国道事務所 渇水対策支部（天竜川下流）の解散について

２．内 容

天竜川（下流）では令和７年１０月以降の降水量が少なく、河川流量が減少し、

佐久間ダムの貯水量が低下していたことから、天竜川下流域の利水者で組織されている

天竜川水利調整協議会の決定により、令和７年１２月２日から取水制限が行われ

ていました。

浜松河川国道事務所においても、令和７年１２月１９日より渇水対策支部を

設置し、河川の状況監視の強化に努めておりましたが、令和８年３月の降雨により、

佐久間ダムの貯水量が回復し、今後についても一定の河川流量を期待できる状況に

なったことから、本日令和８年４月１０日９時に取水制限が解除されました。

このような状況を踏まえ、浜松河川国道事務所は本日令和８年４月１０日９時

をもって渇水対策支部を解散しました。

【渇水対策支部解散日時 令和８年４月１０日（金）９時】

３．配布先 浜松市政記者クラブ

４．解 禁 指定なし

５．問合せ先
国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所

占用調整管理官 後藤 英光
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